
 
 

第 16号議案 

２０２４年３月１３日 

第４４６回理事会 

 

再エネ関連業務規程の変更及びその認可申請について 

 

（案） 

 

１．再エネ関連業務規程の変更 

  再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法及び電気事業法の改正並び

に国の審議会の議論等に適切に対応するため※、別紙１のとおり再エネ関連業務３規程

（入札業務規程、徴収等業務規程及び積立金管理業務規程）を変更する。 

   

※主に特定系統設置交付金及び交付金相当額積立金に関する制度の運用開始等 

 

２．再エネ関連業務規程の変更の認可申請 

  １．の変更案について、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に

基づく入札実施機関に関する省令第３条第２項、再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法第４０条第１項後段及び第１５条の１４第１項後段の規定に基づき、

別紙２～４により、経済産業大臣に対し、再エネ関連業務規程の変更の認可申請を行う。 

 

以上 

 

別紙１：再エネ関連業務３規程の変更案 

別紙２：入札業務規程変更認可申請書 

別紙３：徴収等業務規程変更認可申請書 

別紙４：積立金管理業務規程変更認可申請書 
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電力広域的運営推進機関 入札業務規程 新旧対照表 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

令和  ４年４月 １日施行 

 

 
 
 
 
 

 

 

入札業務規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

 

 
 

令和  ４年４月 １日施行 

令和   年 月  日変更 

 

 

 

 

 

 

入札業務規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 入札業務を行う時間及び休日に関する事項（第５条） 

第３章 入札業務を行う事務所に関する事項（第６条） 

第４章 入札業務の実施方法に関する事項（第７条―第１３条） 

第５章 手数料の収納の方法に関する事項（第１４条―第１５条） 

第６章 保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付の方法に関する事項 

（第１６条―第２３条） 

第７章 入札業務に関する秘密の保持に関する事項（第２４条―第２７条） 

第８章 入札業務に関する公正の確保に関する事項（第２８条－第２９条） 

第９章 入札業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 

（第３０条―第３１条） 

第１０章 その他入札業務に関し必要な事項（第３２条） 

附則 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 入札業務を行う時間及び休日に関する事項（第５条） 

第３章 入札業務を行う事務所に関する事項（第６条） 

第４章 入札業務の実施方法に関する事項（第７条―第１３条） 

第５章 手数料の収納の方法に関する事項（第１４条・第１５条） 

第６章 保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付の方法に関する事項 

（第１６条―第２３条） 

第７章 入札業務に関する秘密の保持に関する事項（第２４条―第２７条） 

第８章 入札業務に関する公正の確保に関する事項（第２８条・第２９条） 

第９章 入札業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 

（第３０条・第３１条） 

第１０章 雑則（第３２条） 

附則 

（目的） 

第１条 この規程は、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）が、再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。）第８条の２の規定に基づき、法第７条の規

定により行う入札の実施に関する業務（以下「入札業務」という。）の実施に関する基本的事項を定め、もって入札

業務の公正かつ適切な運営を図ることを目的とする。 

（目的） 

第１条 本規程は、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）が、再生可能エネルギー電気の利用の促進に

関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。）第８条の２の規定に基づき、法第７条の規定

により行う入札の実施に関する業務（以下「入札業務」という。）の実施に関する基本的事項を定め、もって入札業

務の公正かつ適切な運営を図ることを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 本機関は、法及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業

省令第４６号。以下「施行規則」という。）並びにこれに基づく命令、通知によるほか、この規程に従い、公正かつ

適切に入札業務を実施する。 

（基本方針） 

第２条 本機関は、法及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業

省令第４６号）並びにこれに基づく命令、通知によるほか、本規程に従い、公正かつ適切に入札業務を実施する。 

（情報処理システム） 

第４条 （略） 

２ 本機関は、情報処理システムを開発又は導入しようとする場合は、将来、法令等が変更されたとき、本規程又は

入札実施指針が変更されたとき、入札参加者その他の関係者から要請があったとき等において、当該情報処理シス

テムを柔軟に変更し、又は機能を追加できるよう、拡張性等に留意した設計を行うよう努める。 

３・４ （略） 

（情報処理システム） 

第４条 （略） 

２ 本機関は、情報処理システムを開発又は導入しようとする場合は、将来、法令等が変更されたとき、本規程若し

くは入札実施指針が変更されたとき又は入札参加者その他の関係者から要請があったとき等において、当該情報処

理システムを柔軟に変更し、又は機能を追加できるよう、拡張性等に留意した設計を行うよう努める。 

３・４ （略） 

（入札の実施） 

第９条 （略） 

２ 本機関は、入札された発電機の出力及び当機関に提供された第１次保証金の額が有効なものであることを確認す

る。 

（入札の実施） 

第９条 （略） 

２ 本機関は、入札された再生可能エネルギー発電設備の出力及び本機関に提供された第１次保証金の額が有効なも

のであることを確認する。 

（区分経理） 

第１３条 本機関は、電気事業法第２８条の５１第１項第５号の規定及び本機関の会計規程に基づき、入札業務に係

る経理と入札業務以外の業務に係る経費とを明確に区別して管理する。 

（区分経理） 

第１３条 本機関は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２８条の５４第５号の規定及び会計規程に基づき、

入札業務に係る経理と入札業務以外の業務に係る経費とを明確に区別して管理する。 

（手数料の収納の方法） 

第１５条 （略） 

２ 前項の振込みに要する費用は、再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者の負担とする。 

（手数料の収納の方法） 

第１５条 （略） 

２ 前項の振込みに要する費用は、再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者が負担するものとする。 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（第１次保証金の収納） 

第１７条 本機関は、入札参加者が入札を行う日の前日（当該日が休日（第５条第２項に規定する休日をいう。以下

同じ。）に当たるときは、その直前の平日（土曜日を除く。）とする。）を期限として、第１次保証金を請求し、本機

関が指定する銀行口座への振込みにより収納する。 

２ 前項の振込みに要する費用は、入札参加者の負担とする。 

３ 入札参加者が第１次保証金の提供を保証書の提出に代えることを希望するときは、本機関は、第１項の規定にか

かわらず、入札参加者が入札を行う日の３日（当該３日間に休日が含まれる場合は、当該休日の日数を加えた期間）

前を期限として、保証書及び添付書類を郵送により受け付ける。 

４ 前項の郵送に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

５・６ （略） 

７ 前２項の返却に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

（第１次保証金の収納） 

第１７条 本機関は、入札を行う日の前日（当該日が休日（業務規程第１１条第３項に規定する休業日をいう。以下

同じ。）に当たるときは、その直前の平日（同項に規定する営業日をいう。）とする。）を期限として、入札参加者に

第１次保証金を請求し、本機関が指定する銀行口座への振込みにより収納する。 

２ 前項の振込みに要する費用は、入札参加者が負担するものとする。 

３ 入札参加者が第１次保証金の提供を保証書の提出に代えることを希望するときは、本機関は、第１項の規定にか

かわらず、入札を行う日の３日（当該３日間に休日が含まれる場合は、当該休日の日数を加えた期間）前を期限と

して、保証書及び添付書類を郵送により受け付ける。 

４ 前項の郵送に要する費用は、入札参加者が負担するものとする。 

５・６ （略） 

７ 前２項の返却に要する費用は、入札参加者が負担するものとする。 

（第１次保証金の返還） 

第１８条 本機関は、落札者として決定した者及び入札実施指針に規定する「第１次保証金の没収に関する事項」に

規定する事由に該当する者のいずれにも該当しない者（以下「保証金返還対象者」という。）に対して、入札結果を

公表した日の翌日から起算して２週間以内に、当該者が提供した第１次保証金の額を返還する。返還は、入札参加

者が指定する銀行その他の金融機関口座へ振り込むものとする。ただし、落札者が提供した第１次保証金は、当該

落札者に返還せず、第２次保証金に充当する。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関の負担とする。 

３・４ （略） 

５ 前項の返却に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

（第１次保証金の返還） 

第１８条 本機関は、落札者として決定した者及び入札実施指針に規定する「第１次保証金の没収に関する事項」に

規定する事由に該当する者のいずれにも該当しない者（以下「保証金返還対象者」という。）に対して、第１１条の

規定により入札の結果を公表した日の翌日から起算して２週間以内に、当該者が提供した第１次保証金の額を返還

する。返還は、入札参加者が指定する銀行その他の金融機関口座へ振り込むものとする。ただし、落札者が提供し

た第１次保証金は、当該落札者に返還せず、第２次保証金に充当する。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

３・４ （略） 

５ 前項の返却に要する費用は、入札参加者が負担するものとする。 

（第２次保証金の収納） 

第１９条 （略） 

２ 前項の振込みに要する費用は、落札者の負担とする。 

３ （略） 

４ 前項の郵送に要する費用は、落札者の負担とする。 

５・６ （略） 

７ 前２項の返却に要する費用は、落札者の負担とする。 

（第２次保証金の収納） 

第１９条 （略） 

２ 前項の振込みに要する費用は、落札者が負担するものとする。 

３ （略） 

４ 前項の郵送に要する費用は、落札者が負担するものとする。 

５・６ （略） 

７ 前２項の返却に要する費用は、落札者が負担するものとする。 

(第２次保証金の返還) 

第２０条 （略） 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関の負担とする。 

３・４ （略） 

５ 前項の返却に要する費用は、落札者の負担とする。 

(第２次保証金の返還) 

第２０条 （略） 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

３・４ （略） 

５ 前項の返却に要する費用は、落札者が負担するものとする。 

（保証金の没収） 

第２２条 （略） 

２ 本機関は、保証金を没収した場合には、同指針に定めるところにより、その旨及び没収した額を当該入札参加者

又は落札者に対し、電子メール又は書面で通知することとする。 

３ （略） 

４ 前項の返却に要する費用は、入札参加者、落札者又は保証者の負担とする。 

５・６ （略） 

（保証金の没収） 

第２２条 （略） 

２ 本機関は、保証金を没収した場合には、入札実施指針に定めるところにより、その旨及び没収した額を当該入札

参加者又は落札者に対し、電子メール又は書面で通知することとする。 

３ （略） 

４ 前項の返却に要する費用は、入札参加者、落札者又は保証者が負担するものとする。 

５・６ （略） 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

７ 第２１条の規定は、前項の第２次保証金の返還又は保証書の返却に準用する。この場合において、同条第１項中

「再生可能エネルギー発電設備の運転を開始した」とあるのは「再生可能エネルギー発電事業計画について不可抗

力事由による第２次保証金の没収の免除に係る入札実施指針の要件に適合すると認められる」と、「運転を開始した

日」とあるのは「落札者に対し本機関がその旨を通知した日」とする。 

７ 第２０条の規定は、前項の第２次保証金の返還又は保証書の返却に準用する。この場合において、同条第１項中

「再生可能エネルギー発電設備の運転を開始した」とあるのは「再生可能エネルギー発電事業計画について不可抗

力事由による第２次保証金の没収の免除に係る入札実施指針の要件に適合すると認められる」と、「運転を開始した

日」とあるのは「落札者に対し本機関がその旨を通知した日」と読み替えるものとする。 

（保証金の管理） 

第２３条 （略） 

２ 保証金の提供に代えて保証書の提出を受け付けた場合にあっては、本機関は、当該保証書を金庫内に保管し、本

機関の他の事業に係る現金、有価証券、その他重要書類とは明確に区分して管理する。 

（保証金の管理） 

第２３条 （略） 

２ 保証金の提供に代えて保証書の提出を受け付けた場合にあっては、本機関は、当該保証書を金庫内に保管し、本

機関の他の事業に係る現金、有価証券その他重要書類とは明確に区分して管理する。 

（業務委託先における秘密の保持） 

第２７条 本機関は、業務の一部を本機関以外の者に委託しようとするときは、情報管理規程 第３７条、第３８条及

び第３９条の規定により必要な対策を講じる。 

（業務委託先における秘密の保持） 

第２７条 本機関は、業務の一部を本機関以外の者に委託しようとするときは、秘密情報の取扱い及び情報セキュリ

ティに関する必要な対策を講じる。 

（帳簿及び書類の保存） 

第３０条 （略） 

 （１）法第８条の４の帳簿  

 （２）（略） 

２ （略） 

３ 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じて電子計

算機その他の危機を用いて明確に紙面に表示することができるようにして、これを行うことができる。 

（帳簿及び書類の保存） 

第３０条 （略） 

一 法第８条の４に規定する帳簿  

二 （略） 

２ （略） 

３ 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じて電子計

算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるようにする。 

第１０章 その他入札業務に関し必要な事項 第１０章 雑則 

（実施細則） 

第３２条 本機関は、この規程に定めるもののほか、入札業務の実施に必要な事項について、細則を定めることがで

きる。 

２ （略） 

（実施細則） 

第３２条 本機関は、本規程に定めるもののほか、入札業務の実施に必要な事項について、細則を定めることができ

る。 

２ （略） 

附則 

（施行期日） 

本規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附則（令和６年４月１日） 

（施行期日） 

本規程は、令和６年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 
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電力広域的運営推進機関 徴収等業務規程 新旧対照表 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

令和  ４年４月 １日施行 

 

 
 
 
 
 

 

 

徴収等業務規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

 

 
 

令和  ４年４月 １日施行 

令和   年 月  日変更 

 

 

 

 

 

 

徴収等業務規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 徴収等業務を行う時間及び休日に関する事項（第５条） 

第３章 徴収等業務を行う事務所に関する事項（第６条） 

第４章 納付金の徴収の方法に関する事項（第７条―第１３条） 

第５章 供給促進交付金の交付の方法に関する事項（第１４条―第１９条） 

第６章 調整交付金の交付の方法に関する事項（第２０条―第２４条） 

第７章 系統設置交付金の交付の方法に関する事項（第２６条―第３１条） 

（新設） 

第８章 納付金の管理の方法に関する事項（第３２条―第３８条） 

第９章 政府が講ずる予算上の措置に係る資金の管理の方法に関する事項 

（第３９条―第４０条） 

第１０章 徴収等業務に関する秘密の保持に関する事項（第４１条―第４４条） 

第１１章 徴収等業務に関する公正の確保に関する事項（第４５条―第４６条） 

第１２章 徴収等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 

（第４７条―第４８条） 

第１３章 その他徴収等業務に関し必要な事項（第４９条） 

附則 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 徴収等業務を行う時間及び休日に関する事項（第５条） 

第３章 徴収等業務を行う事務所に関する事項（第６条） 

第４章 納付金の徴収の方法に関する事項（第７条―第１３条） 

第５章 供給促進交付金の交付の方法に関する事項（第１４条―第１９条） 

第６章 調整交付金の交付の方法に関する事項（第２０条―第２５条） 

第７章 系統設置交付金等の交付の方法に関する事項（第２６条―第３７条） 

第８章 返還命令等による金銭の徴収の方法に関する事項（第３８条・第３９条） 

第９章 納付金等の管理の方法に関する事項（第４０条―第４６条） 

第１０章 政府が講ずる予算上の措置に係る資金の管理の方法に関する事項 

（第４７条・第４８条） 

第１１章 徴収等業務に関する秘密の保持に関する事項（第４９条―第５２条） 

第１２章 徴収等業務に関する公正の確保に関する事項（第５３条・第５４条） 

第１３章 徴収等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 

（第５５条・第５６条） 

第１４章 雑則（第５７条） 

附則 

（目的） 
第１条 この規程は、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）が、再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）（以下「法」という。）第４０条第１項の規定に基づき、法第３

１第 1 項及び第３８条第１項の納付金の徴収並びに交付金の交付の業務（以下「徴収等業務」という。）の実施に

関する基本的事項を定め、もって徴収等業務の公正かつ適切な運営を図ることを目的とする。 
 

（目的） 

第１条 本規程は、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）が、再生可能エネルギー電気の利用の促進に

関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。）第４０条第１項の規定に基づき、法第３１第

１項及び第３８条第１項の納付金の徴収並びに交付金（供給促進交付金、調整交付金、系統設置交付金及び特定系

統設置交付金をいう。第４４条において同じ。）の交付の業務（以下「徴収等業務」という。）の実施に関する基本

的事項を定め、もって徴収等業務の公正かつ適切な運営を図ることを目的とする。 
（基本方針） 
第２条 本機関は、法及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業

省令第４６号。以下「施行規則」という。）並びにこれに基づく命令、通知によるほか、この規程に従い、公正かつ

適切に徴収等業務を実施する。 

（基本方針） 
第２条 本機関は、法及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業

省令第４６号。以下「施行規則」という。）並びにこれに基づく命令、通知によるほか、本規程に従い、公正かつ適

切に徴収等業務を実施する。 

（用語） 
第３条 本規程において使用する用語は、本規程に特に定めるもののほか、法及び本機関の業務規程において使用す

る用語の例による。 

（用語） 

第３条 本規程において使用する用語は、本規程に特に定めるもののほか、法及び業務規程において使用する用語の

例による。 

（納付金の額の算定に係る資料の提出） 

第７条 本機関は、納付金の額を算定するため、施行規則第２５条に規定する期間ごとに、小売電気事業者等（小売電

気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。）に対し、当該各小売電気事業者等が電

気の使用者に供給した電気の量その他必要な資料の提出を求める。 

２ （略） 

（納付金の額の算定に係る資料の提出） 

第７条 本機関は、法第３１条第２項に規定する納付金（以下第１２条までにおいて単に「納付金」という。）の額を

算定するため、小売電気事業者等に対し、当該各小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量その他必要

な資料の提出を求める。 

２ （略） 

（納付金の額の算定） 

第８条 本機関は、前項の規定により提出を受けた各小売電気事業者等からの資料に基づき、施行規則第２５条に規

定する期間ごとに、納付金の額の算定を行うものとする。 

（納付金の額の算定） 

第８条 本機関は、前項の規定により提出を受けた各小売電気事業者等からの資料に基づき、小売電気事業者等が納

付すべき納付金の額の算定を行うものとする。 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

２ 前項の納付金の額の算定は、施行規則第２６条に規定する方法により、これを行うものとする。 （削除） 

（納付金の額の決定） 

第９条 （略） 

２ 本機関は、前項で決定した各小売電気事業者等の納付金の額を経済産業大臣に報告する。 

（納付金の額の決定） 

第９条 （略） 

２ 本機関は、前項で決定した各小売電気事業者等が納付すべき納付金の額を経済産業大臣に報告する。 

（納付金の額等の通知） 

第１０条 本機関は、前条第１項の決定を行った場合には、各小売電気事業者等に対し、その者が納付すべき納付金

の額及び納付期限その他必要な事項を書面又は電子メールで通知する。 

 

２ 前項の納付期限は、第７条に規定する小売電気事業者等が納付金の額の算定に係る資料を提出すべき日が属する

月の翌月末日とする。ただし、その翌月末日が徴収等業務の休日である場合においては、その翌営業日とする。 

（納付金の額等の通知） 

第１０条 本機関は、前条第１項の決定を行った場合には、各小売電気事業者等に対し、当該各小売電気事業者等が

納付すべき納付金の額及び納付期限その他必要な事項を書面、電子メール又は本機関が提供する徴収等業務を行う

情報処理システムで通知する。 

２ 前項の納付期限は、同項に基づき本機関が通知した日が属する月の末日とする。ただし、その月の末日が徴収等

業務の休日（業務規程第１１条第３項に規定する休業日をいう。以下同じ。）である場合においては、その翌営業日

とする。 

（納付金の徴収の方法） 

第１１条 本機関は、小売電気事業者等から、本機関が指定する銀行口座への振込みにより納付金を徴収する。ただ

し、本機関が必要と認める場合には、他の方法によることができる。 

２ 前項の振り込みに要する費用は、小売電気事業者等の負担とする。 

（納付金の徴収の方法） 

第１１条 本機関は、小売電気事業者等が納付すべき納付金を、本機関が指定する銀行口座への振込みにより徴収す

るものとする。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法によることができる。 

２ 前項の振り込みに要する費用は、小売電気事業者等が負担するものとする。 

（納付金の納付の督促） 

第１２条 （略） 

２ （略） 

３ 本機関は、第１項の督促を受けた小売電気事業者等が、前項の規定による期限までにその納付すべき金額を納付

しないときは、その督促に係る納付金の額に第 1 項の督促状により指定した納付期限の翌日からその納付の日ま

での日数に応じ年１４．５パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 

 

４ 前項の規定により徴収した延滞金は、これを納付金の一部として徴収するものとし、徴収等業務以外の費用に流

用しない。 

５ 本機関は、第１項の規定による督促を受けた小売電気事業者等が同項の規定により指定する期限までにその納付

すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知する。 

（納付金の納付の督促） 

第１２条 （略） 

２ （略） 

３ 本機関は、第１項の督促を受けた小売電気事業者等が、前項の規定による期限までにその納付すべき金額を納付

しないときは、法第３４条第２項の規定により、その督促に係る納付金の額に第１項の督促状により指定した納付

期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年１４．５パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収

することができる。 

４ 前項の規定により徴収した延滞金は、これを納付金の一部とみなすものとする。 

 

５ 本機関は、第１項の規定による督促を受けた小売電気事業者等が同項の規定により指定する期限までにその納付

すべき金額を納付しないときは、法第３４条第３項の規定により、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知する。 

（FIT 電気買取事業者に係る納付金の徴収） 

第１３条 本機関は法第１５条の３の規定により算定した額が零を下回った場合、同法第３８条の定めるところによ

り、施行規則第３４条の２に規定する期間ごとに、FIT電気買取事業者（業務規程１８０条の３第１項に規定する特

定契約又は一時調達契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達に係る費用を負担する一般送配電事業者、配電事

業者及び特定送配電事業者をいう。以下同じ。）から、その下回った額の納付金を徴収する。 

（新設） 

 

２ 第７条から第１２条までの規定は、前項の規定による納付金について準用する。 

（ＦＩＴ電気買取事業者に係る納付金の徴収） 

第１３条 本機関は法第１５条の３の規定により算定した調整交付金の額が零を下回った場合、法第３８条第１項の

定めるところにより、ＦＩＴ電気買取事業者から、その下回った額の納付金（以下この条において「ＦＩＴ電気買

取事業者に係る納付金」という。）を徴収する。 

 

２ 本機関は、法第３９条第１項の定めるところにより、ＦＩＴ電気買取事業者が納付すべき納付金の額を算定する

ものとする。 

３ 第９条から第１２条までの規定は、ＦＩＴ電気買取事業者に係る納付金について準用する。この場合において、

これらの規定中「納付金」とあるのは、「ＦＩＴ電気買取事業者に係る納付金」と、「小売電気事業者等」とあるの

は、「ＦＩＴ電気買取事業者」と、第９条中「前条の算定により」とあるのは、「法第１５条の３の規定に基づく算

定により」と、第１０条第２項中「月の末日」は、「月の翌月末日」と読み替えるものとする。 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の取得） 

第１４条 本機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、経済産業省から法第９条に規定する経

済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報を取得する。 

（供給促進交付金の交付における再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の取得） 

第１４条 本機関は、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、経済産業省から法第９条第４項に規定

する経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報を取得する。 

（供給促進交付金の額の算定に係る資料の提出） 

第１５条 本機関は、供給促進交付金の額を算定するため、施行規則第３条の２に規定する期間ごとに、一般送配電

事業者に対し、供給電力量その他必要な資料提出を求める。 

 

 

 

２ 本機関は、供給促進交付金の額を算定するため、１つの受電地点特定番号に複数の発電設備が紐づく設備を保有

する認定事業者に対し、供給電力量の実績の提出を求める。 

 

 

３ 本機関は、前項の定めによるもののほか、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、法第２条の５

第２項の定めるところにより認定事業者に対し、必要な資料の提出を求める。 

（供給促進交付金の額の算定に係る資料の提出） 

第１５条 本機関は、供給促進交付金の額を算定するため、一般送配電事業者等（一般送配電事業者、配電事業者及

び特定送配電事業者をいう。以下同じ。）に対し、交付対象区分等（法第２条の２第１項に規定する再生可能エネル

ギー発電設備の区分等をいう。）に該当する認定発電設備（法第２条第５項に規定する認定発電設備をいう。以下同

じ。）を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量その他必要な資料の提出を求め

る。 

２ 本機関は、供給促進交付金の額を算定するため、法第２条の５第２項の定めるところにより、複数の発電設備等

を使用する発電場所で、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気を

一般送配電事業者等が受電する場合、当該認定発電設備を保有する認定事業者に対し、当該認定発電設備に係る再

生可能エネルギー電気の量その他必要な資料の提出を求める。 

３ 本機関は、前項の定めによるもののほか、供給促進交付金の額を算定するため必要があるときは、法第２条の５

第２項の定めるところにより、認定事業者に対し、必要な資料の提出を求める。 

（供給促進交付金の額の算定） 

第１６条 本機関は、前条の規定により提出を受けた一般送配電事業者及び当該認定事業者からの資料に基づき、供

給促進交付金の額の算定を行う。 

２ 前項の供給促進交付金の額の算定は、法第２条の４及び施行規則第３条の３に規定する方法により、これを行うも

のとする。 

（供給促進交付金の額の算定） 

第１６条 本機関は、前条の規定により一般送配電事業者等及び認定事業者から提出を受けた資料に基づき、法第２

条の４に規定する方法により、供給促進交付金の額の算定を行うものとする。 

（削除） 

（供給促進交付金の額の決定） 

第１７条 本機関は、前条の算定により、各認定事業者に交付すべき供給促進交付金の額を決定する。 

２ 本機関は、前項で決定した各認定事業者の供給促進交付金の額を経済産業大臣に報告する。 

（供給促進交付金の額の決定） 

第１７条 本機関は、前条の算定により、各認定事業者に対して交付する供給促進交付金の額を決定する。 

２ 本機関は、前項で決定した各認定事業者に対して交付する供給促進交付金の額を経済産業大臣に報告する。 

（供給促進交付金の額等の通知） 

第１８条 本機関は、前条第１項の決定を行った場合は、各認定事業者に対し、その者に対して交付すべき供給促進

交付金の額その他必要な事項を電子メール又は徴収等業務を行う情報処理システムにより通知する。 

（供給促進交付金の額等の通知） 

第１８条 本機関は、前条第１項の決定を行った場合は、各認定事業者に対し、当該各認定事業者に対して交付する

供給促進交付金の額その他必要な事項を電子メール又は本機関が提供する徴収等業務を行う情報処理システムによ

り通知する。 

（供給促進交付金の交付の方法） 

第１９条 本機関は、各認定事業者が指定する銀行その他の金融機関口座への振込みにより供給促進交付金を交付す

る。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法によることができる。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関の負担とする。 

（供給促進交付金の交付の方法） 

第１９条 本機関は、各認定事業者に対して交付する供給促進交付金を、当該各認定事業者が指定する銀行その他金

融機関の口座への振込みにより交付するものとする。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法によるこ

とができる。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

（再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の取得） 

第２０条 本機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、経済産業省から法第９条に規定する経済産

業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報を取得する。 

（調整交付金の交付における再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の取得） 

第２０条 本機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、経済産業省から法第９条第４項に規定する

経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報を取得する。 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（調整交付金の額の算定に係る資料の提出） 

第２１条 本機関は、調整交付金の額を算定するため、施行規則第１３条の３の２で定める期間ごとに、特定契約を

締結している FIT 電気買取事業者（施行規則附則第１１条に規定するみなし電気事業者を含む。以下同じ。）に対

し、当該 FIT 電気買取事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量その他必要な資料の提出

を求める。 

２ 本機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、法第１５条の４第２項の定めるところによりＦＩ

Ｔ電気買取事業者に対し、資料の提出を求める。 

３ 本機関は、調整交付金の額を算定するために必要があるときは、一般送配電事業者、小売電気事業者及び特定供

給者に対し資料必要な資料の提出を求める。 

（調整交付金の額の算定に係る資料の提出） 

第２１条 本機関は、調整交付金の額を算定するため、法第１５条の４第２項の定めるところにより、ＦＩＴ電気買

取事業者に対し、当該ＦＩＴ電気買取事業者が法第２条第５号に規定する特定契約に基づき調達した再生可能エネ

ルギー電気の量その他必要な資料の提出を求める。 

 

（削除） 

 

２ 本機関は、調整交付金の額を算定するため必要があるときは、一般送配電事業者等に対し、必要な資料の提出を

求める。 

（調整交付金の額の算定） 

第２２条 本機関は、前条第１項の規定により提出を受けた各ＦＩＴ電気買取事業者からの資料に基づき、調整交付

金の額の算定を行うものとする。 

２ 前項の調整交付金の額の算定は、法第１５条の３及び施行規則第１３条の３の３に規定する方法により、これを

行うものとする。 

３ 本機関は、施行規則１３条の３の３の規定により控除した同条第３号に掲げる額（同条に規定する方法により算

定して得た調整交付金の額が零を下回る場合にあっては、当該下回る額を同号に掲げる額から控除して得た額）を

納付金の一部として徴収する。 

（調整交付金の額の算定） 

第２２条 本機関は、前条第１項の規定によりＦＩＴ電気買取事業者及び一般送配電事業者等から提出を受けた資料

に基づき、法第１５条の３に規定する方法により、調整交付金の額の算定を行うものとする。 

（削除） 

 

（削除） 

（調整交付金の額の決定） 

第２３条 本機関は、前条の算定により、各 FIT 電気買取事業者に交付すべき調整交付金の額を決定する。 

２ 本機関は、前項で決定した各 FIT 電気買取事業者の調整交付金の額を経済産業大臣に報告する。 

（調整交付金の額の決定） 

第２３条 本機関は、前条の算定により、各ＦＩＴ電気買取事業者に対して交付する調整交付金の額を決定する。 

２ 本機関は、前項で決定した各ＦＩＴ電気買取事業者に対して交付する調整交付金の額を経済産業大臣に報告する。 

（調整交付金の額等の通知） 

第２４条 本機関は、前条第１項の決定を行った場合は、各 FIT 電気買取事業者に対し、その者に対して交付すべき

調整交付金の額その他必要な事項を書面又は電子メールにより通知する。 

（調整交付金の額等の通知） 

第２４条 本機関は、前条第１項の決定を行った場合は、各ＦＩＴ電気買取事業者に対し、当該各ＦＩＴ電気買取事

業者に対して交付する調整交付金の額その他必要な事項を書面、電子メール又は本機関が提供する徴収等業務を行

う情報処理システムにより通知する。 

（調整交付金の交付の方法） 

第２５条 本機関は、調整交付金を各 FIT 電気買取事業者が指定する銀行その他の金融機関口座への振込みにより

交付する。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法によることができる。 

 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関の負担とする。 

（調整交付金の交付の方法） 

第２５条 本機関は、各ＦＩＴ電気買取事業者に対して交付する調整交付金を、当該各ＦＩＴ電気買取事業者が指定

する銀行その他金融機関の口座への振込みにより交付するものとする。ただし、本機関が必要と認める場合には、

他の方法によることができる。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

第７章 系統設置交付金の交付の方法に関する事項 第７章 系統設置交付金等の交付の方法に関する事項 

（系統設置交付金の額の算定に係る費用） 

第２６条 本機関は、系統設置交付金の額を算定するため、施行規則第２０条で定める期間ごとに、一般送配電事業

者又は送電事業者から、再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する系統電気工作物の設置及び維持に要する費

用の額の届出を受ける。 

２ 前項の届出を受ける際は、施行規則第２１条に規定する様式による。 

３ 本機関は、第１項で届出を受けた場合、届出のあった費用の額を経済産業大臣に報告する。 

（系統設置交付金の額の算定に係る費用） 

第２６条 本機関は、系統設置交付金の額を算定するため、一般送配電事業者又は送電事業者から、再生可能エネル

ギー電気の利用の促進に資する系統電気工作物の設置及び維持に要する費用の額の届出を受ける。 

 

（削除） 

２ 本機関は、前項で届出を受けた場合、届出のあった費用の額を経済産業大臣に報告する。 

（系統設置交付金の額の算定） 

第２７条 本機関は、前条第１項の規定により届出を受けた費用の額を基に、系統設置交付金の額の算定を行う。 

 

（系統設置交付金の額の算定） 

第２７条 本機関は、前条第１項の規定により届出を受けた費用の額に基づき、法第２９条第１項に規定する方法に

より、系統設置交付金の額の算定を行うものとする。 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

２ 前項の系統設置交付金の額の算定は、法第２９条第１項に規定する方法により行う。 （削除） 

（系統設置交付金の額の決定） 

第２８条 本機関は、前条の算定により、一般送配電事業者又は送電事業者に交付する系統設置交付金の額を決定す

る。 

（系統設置交付金の額の決定） 

第２８条 本機関は、前条の算定により、届け出を行った一般送配電事業者又は送電事業者に対して交付する系統設

置交付金の額を決定する。 

（系統設置交付金の額等の通知） 

第２９条 本機関は、前条の決定を行った場合は、届出を行った一般送配電事業者又は送電事業者に対し、その者に

対して交付すべき系統設置交付金の額その他必要な事項を書面又は電子メールにより通知する。 

（系統設置交付金の額等の通知） 

第２９条 本機関は、前条の決定を行った場合は、届出を行った一般送配電事業者又は送電事業者に対し、当該届出

を行った一般送配電事業者又は送電事業者に対して交付する系統設置交付金の額その他必要な事項を書面又は電子

メールにより通知する。 

（系統設置交付金の交付の方法） 

第３０条 本機関は、系統設置交付金を、届出を行った一般送配電事業者又は送電事業者が指定する銀行その他の金

融機関口座への振込みにより交付する。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法によることができる。 

 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関の負担とする。 

（系統設置交付金の交付の方法） 

第３０条 本機関は、届出を行った一般送配電事業者又は送電事業者に対して交付する系統設置交付金を、当該届出

を行った一般送配電事業者又は送電事業者が指定する銀行その他の金融機関口座への振込みにより交付するものと

する。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法によることができる。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

（系統設置交付金の交付期間） 

第３１条 系統設置交付金の交付期間は、施行規則第２３条の規定による。 

（系統設置交付金の交付期間） 

第３１条 系統設置交付金の交付期間は、施行規則に定められた期間とする。 

 

（新設） 

（特定系統設置交付金の額の算定に係る費用） 
第３２条 本機関は、特定系統設置交付金の額を算定するため、認定整備等事業者（電気事業法（昭和３９年法律第

１７０号）第２８条の５０第１項に規定する認定整備等事業者をいう。以下同じ。）から、再生可能エネルギー電

気の利用の促進に資する系統電気工作物の設置に要する費用の額の届出を受ける。 
２ 本機関は、前項で届出を受けた場合、届出のあった費用の額を経済産業大臣に報告する。 

 

（新設） 

（特定系統設置交付金の額の算定） 
第３３条 本機関は、前条第１項の規定により届出を受けた費用の額に基づき、法第２９条第２項に規定する方法に

より、特定系統設置交付金の額の算定を行うものとする。 
 

（新設） 

（特定系統設置交付金の額の決定） 
第３４条 本機関は、前条の算定により、届出を行った認定整備等事業者に対して交付する特定系統設置交付金の額

を決定する。 
 

（新設） 

（特定系統設置交付金の額等の通知） 
第３５条 本機関は、前条の決定を行った場合は、届出を行った認定整備等事業者に対し、当該届出を行った認定整

備等事業者に対して交付する特定系統設置交付金の額その他必要な事項を書面又は電子メールにより通知する。 
 

（新設） 

（特定系統設置交付金の交付の方法） 
第３６条 本機関は、届出を行った認定整備等事業者に対して交付する特定系統設置交付金を、当該届出を行った認

定整備等事業者が指定する銀行その他金融機関の口座への振込みにより交付するものとする。ただし、本機関が必

要と認める場合には、他の方法によることができる。 
２ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

 

（新設） 

（特定系統設置交付金の交付期間） 
第３７条 特定系統設置交付金の交付期間は、施行規則に定められた期間とする。 

（新設） 第８章 返還命令等による金銭の徴収の方法に関する事項 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（再生可能エネルギー発電事業計画の認定の取消しに係る金銭の徴収） 

第３８条 本機関は、法第１５条の１１第２項に基づき、同条第１項の規定による命令を受けた認定事業者から、同

項の規定により当該者が返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する。 

２ 第９条から第１０条第１項までの規定は、前項の規定による認定事業者が返還又は納付を命ぜられた金銭につい

て準用する。この場合において、これらの規定中「納付金」とあるのは、「返還又は納付を命ぜられた金銭」と、「小

売電気事業者等」とあるのは、「認定事業者」と、第９条中「前条の算定により」とあるのは、「法第１５条の１１

第１項の命令により」と、第１０条第１項中「納付すべき納付金の額及び納付期限」は、「返還又は納付を命ぜられ

た金銭の額」と読み替えるものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（整備等計画の認定の取消しに係る金銭の徴収） 

第３９条 本機関は、法第２９条の２第２項に基づき、同条第１項の規定による命令を受けた認定整備等事業者から、

同項の規定により当該者が返還を命ぜられた金額を徴収する。 

２ 第９条から第１０条第１項までの規定は、前項の規定による認定整備等事業者が返還を命ぜられた金銭について

準用する。この場合において、これらの規定中「納付金」とあるのは、「返還を命ぜられた金銭」と、「小売電気事

業者等」とあるのは、「認定整備等事業者」と、第９条中「前条の算定により」とあるのは、「法第２９条の２第１

項の命令により」と、第１０条第１項中「納付すべき納付金の額及び納付期限」は、「返還を命ぜられた金銭の額」

と読み替えるものとする。 

第８章 納付金の管理の方法に関する事項 第９章 納付金等の管理の方法に関する事項 

（基本方針） 

第３２条 本機関は、納付金の管理において、法の目的に則り、安全性と管理の透明性の確保に万全を期すものとす

る。 

（基本方針） 

第４０条 本機関は、第７条及び第１３条第１項の納付金並びに第３８条及び第３９条の金銭（本章において「納付

金等」と総称する。）の管理において、法の目的に則り、安全性と管理の透明性の確保に万全を期すものとする。 

（区分経理） 

第３３条 本機関は、電気事業法第２８条の５１第１項第２号の規定及び本機関の会計規程に基づき、徴収等業務に

係る経理と徴収等業務以外の業務に係る経費とを明確に区別して管理する。 

（区分経理） 

第４１条 本機関は、電気事業法第２８条の５４第２号の規定及び会計規程に基づき、徴収等業務に係る経理と徴収

等業務以外の業務に係る経費とを明確に区別して管理する。 

（納付金の運用） 

第３４条 本機関は、法第４１条に基づき、納付金を運用することができる。 

 

２ 本機関は、納付金の運用により生じた収入は、これを納付金に充てるものとし、他の費用に流用しない。 

（納付金等の運用） 

第４２条 本機関は、法第４１条に基づき、余裕金運用業務の細則に関する規程の第５条に規定する方法により、納

付金等を運用することができる。 

２ 本機関は、納付金等の運用により生じた収入を徴収等業務費用に充てるものとし、他の費用に流用しない。 

（事務費の支出） 

第３５条 本機関は、納付金の中から、徴収等業務に必要な事務費を支出することができる。 

（事務費の支出） 

第４３条 本機関は、納付金等の中から、徴収等業務に必要な事務費を支出することができる。 

（供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金の交付財源が不足する際の対応） 

第３６条 本機関は、供給促進交付金、調整交付金及び系統設置交付金を交付するために必要な財源に不足が生じる

おそれがあるときは、速やかに経済産業大臣にその旨を報告し、経済産業大臣からの指示を受けるものとする。 

２・３（略） 

４ 第２項の資金調達に係る債務（金利その他の資金調達に係る費用に係るものを含む。）の返済は、法第３２条第２

項の規定の趣旨にかんがみ、当該債務が発生した翌々年度までの納付金をもって充てるものとする。 

（交付金の交付財源が不足する際の対応） 

第４４条 本機関は、交付金を交付するために必要な財源に不足が生じるおそれがあるときは、速やかに経済産業大

臣にその旨を報告し、経済産業大臣からの指示を受けるものとする。 

２・３（略） 

４ 第２項の資金調達に係る債務（金利その他の資金調達に係る費用に係るものを含む。）の返済は、法第３２条第２

項の規定の趣旨にかんがみ、当該債務が発生した翌々年度までの納付金等をもって充てるものとする。 



別紙１ 

12 
 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（非化石証書の発行及び販売） 

第３７条 本機関は、非化石電源（エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料

の有効な利用の促進に関する法律（平成２１年法律第７２号）第２条第２項に規定する非化石エネルギー源を利用

する電源をいう。）のうち、法第９条第４項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネル

ギー発電設備により発電された再生可能エネルギー電気の量（法第１５条の４第１項の規定により決定した調整交

付金の額の基礎となる電気の量に限る。）を認定し、当該認定した非化石電源に係る電気に相当するものの量を一般

社団法人日本卸電力取引所に書面又は電子メールで通知することによって、非化石証書（法第２条第４項に規定す

る再生可能エネルギー源に由来する電気の非化石価値を顕在化し、取引を可能にするため当該非化石価値を化体し

た証書をいう。）を発行する。 

２ 本機関は、前項の規定により発行した証書を、一般社団法人日本卸電力取引所にて開設される非化石価値取引市

場を通じて非化石価値取引会員に販売することができる。 

３ 前項の販売に伴う本機関の収入は、これを徴収等業務に充てるものとし、徴収等業務以外の費用に流用しない。 

（非化石証書の発行及び販売） 

第４５条 本機関は、第２１条第１項の規定によりＦＩＴ電気買取事業者から提出を受けた、ＦＩＴ電気買取事業者

が法第２条第５号に規定する特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を卸電力取引所に書面又は電

子メールで通知することによって、非化石証書（エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化

石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則（平成２２年経済産業省令第４３号）第４条第１項第

２号に規定する非化石証書をいう。以下この条において同じ。）を発行する。 

 

 

 

２ 本機関は、前項の規定により発行した非化石証書を、卸電力取引所にて開設される非化石価値取引市場を通じて

非化石価値取引会員に販売することができる。 

３ 本機関は、前項の販売に伴う収入を徴収等業務費用に充てるものとし、他の費用に流用しない。 

（残高の報告） 

第３８条 本機関は、毎月１回その他必要があるときは、納付金の残高を経済産業大臣に報告する。 

（残高の報告） 

第４６条 本機関は、毎月１回その他必要があるときは、納付金等の残高を経済産業大臣に報告する。 

第９章 （略） 第１０章 （略） 

（基本方針） 

第３９条 本機関は、法第２条の６及び法第１５条の５の規定により供給促進交付金及び調整交付金を交付するため

に必要となる費用の財源に充てることを目的とした政府が講ずる予算上の措置に係る資金（以下「予算措置資金」

という。）の管理において、安全性と管理の透明性の確保に万全を期すものとする。 

（基本方針） 

第４７条 本機関は、法第２条の６及び法第１５条の５の規定による供給促進交付金及び調整交付金を交付するため

に必要となる費用の財源に充てることを目的とした政府が講ずる予算上の措置に係る資金（以下「予算措置資金」

という。）の管理において、安全性と管理の透明性の確保に万全を期すものとする。 

（管理方法） 

第４０条 予算措置資金の執行にあたっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、法及びその他

の法令の定めによるほか、予算措置資金にかかる要綱等の定めるところによる。 

（管理方法） 

第４８条 予算措置資金の執行にあたっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、法及びその他

の法令の定めによるほか、予算措置資金に係る要綱等の定めるところによる。 

第９章 （略） 第１１章 （略） 

第４１条～第４３条 （略） 第４９条～第５１条 （略） 

（業務委託先における秘密の保持） 

第４４条 本機関は、業務の一部を本機関以外の者に委託しようとするときは、情報管理規程第３７条、第３８条及

び第３９条の規定により必要な対策を講じる。 

（業務委託先における秘密の保持） 

第５２条 本機関は、業務の一部を本機関以外の者に委託しようとするときは、秘密情報の取扱い及び情報セキュリ

ティに関する必要な対策を講じる。 

第１１章 （略） 第１２章 （略） 

第４５条・第４６条 （略） 第５３条・第５４条 （略） 

第１２章 （略） 第１３章 （略） 

（帳簿及び書類の保存） 

第４７条 （略） 

（１）法第４２条の帳簿 

（２）（略） 

２ （略） 

３ 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じて電子計

算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるようにして、これを行うことができる。 

（帳簿及び書類の保存） 

第５５条 （略） 

一 法第４２条に規定する帳簿  

二 （略） 

２ （略） 

３ 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じて電子計

算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるようにする。 

（監査） （監査） 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

第４８条 （略） 第５６条 （略） 

第１３章 その他徴収等業務に関し必要な事項 第１４章 雑則 

（実施細則） 

第４９条 本機関は、この規程に定めるもののほか、徴収等業務の実施に関し必要な事項について、細則を定めるこ

とができる。 

２ （略） 

（実施細則） 

第５７条 本機関は、本規程に定めるもののほか、徴収等業務の実施に関し必要な事項について、細則を定めること

ができる。 

２ （略） 

附則 

（施行期日） 

本規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附則（令和６年４月１日） 

（施行期日） 

本規程は、令和６年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 
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電力広域的運営推進機関 積立金管理業務規程 新旧対照表 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

令和  ４年４月 １日施行 

 

 
 
 
 
 

 

 

積立金管理業務規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 

 

 
 

令和  ４年４月 １日施行 

令和   年 月  日変更 

 
 
 
 

 

 

 

積立金管理業務規程 

 
 

 

 

 

 

電力広域的運営推進機関 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

目次  

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 積立金管理業務を行う時間及び休日に関する事項（第５条） 

第３章 積立金管理業務を行う事務所に関する事項（第６条） 

第４章 積立金管理業務の実施方法に関する事項 

 第１節 ＦＩＰ認定事業の積立金算定（第７条－第１２条） 

 第２節 ＦＩＴ認定事業の積立金算定（第１３条－第１８条） 

第５章 積立金管理業務の実施方法（取戻し）に関する事項（第１９条―第２３条） 

第６章 積立金管理業務の実施方法（その他）に関する事項（第２４条―第２８条） 

第７章 解体等積立金の運用の方法に関する事項（第２９条―第３２条） 

第８章 積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項（第３３条―第３６条） 

第９章 積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項（第３７条―第３８条） 

第１０章 積立金管理業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 

    （第３９条―第４０条） 

第１１章 その他積立金管理業務に関し必要な事項（第４１条） 

附則 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 積立金管理業務を行う時間及び休日に関する事項（第５条） 

第３章 積立金管理業務を行う事務所に関する事項（第６条） 

第４章 積立金管理業務の実施方法に関する事項（第７条―第３１条） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

第５章 積立金の運用の方法に関する事項（第３２条―第３５条） 

第６章 積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項（第３６条―第３９条） 

第７章 積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項（第４０条・第４１条） 

第８章 積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項 

（第４２条・第４３条） 

第９章 雑則（第４４条） 

附則 

（目的） 

第１条 この規程は、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）が、再生可能エネルギー電気の利用の促進

に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）（以下「法」という。）第１５条の１４の規定により、法第１５

条の１３の規定により行う本機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務（以下「積立金管理業務」と

いう。）の実施に関する基本的事項を定め、もって積立金管理業務の公正かつ適切な運営を図ることを目的とする。 

（目的） 

第１条 本規程は、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」という。）が、再生可能エネルギー電気の利用の促進に

関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。以下「法」という。）第１５条の２０の規定により、法第１５条の

１９の規定により行う積立金管理業務に関する基本的事項を定め、もって積立金管理業務の公正かつ適切な運営を

図ることを目的とする。 
（基本方針） 

第２条 本機関は、法及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業

省令第４６号。以下「施行規則」という。）並びにこれに基づく命令、通知によるほか、この規程に従い、公正かつ

適切に積立金管理業務を実施する。 

（基本方針） 

第２条 本機関は、法及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業

省令第４６号。以下「施行規則」という。）並びにこれに基づく命令、通知によるほか、本規程に従い、公正かつ適

切に積立金管理業務を実施する。 

（用語） 

第３条 本規程で使用する用語は、本規程に特に定めるもののほか、法及び本機関の業務規程において使用する用語

の例による。 

２ 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

一 「解体等」とは、再生可能エネルギー発電設備の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理を

いう。 

二 「解体等積立金」とは、法第１５条の６第２項及び第３項の規定により、再生可能エネルギー発電設備の解体

等に要する費用に充てるために積み立てる金銭をいう。 

三 「FIP 認定事業」とは、法により認定事業者（法第９条第４項の認定（第１０条第１項の変更又は追加の認定

を含む。）を受けた者をいう。以下同じ。）が市場取引等により供給（売電）する際に、その売電価格に対して一

定のプレミアム（補助額）を上乗せする制度（FIP 制度）において、当該認定を受けた事業をいう。 

四 「FIT 認定事業」とは、法に基づく再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT制度）において、当該認定を

受けた事業をいう。なお、本規程においては、一時調達契約に係る再生可能エネルギー発電事業を含む。 

五 「外部積立て」とは、法第１５条の６第２項及び第３項の規定により、認定事業者が解体等積立金を本機 関

（用語） 

第３条 本規程で使用する用語は、本規程に特に定めるもののほか、法、施行規則及び業務規程において使用する用

語の例による。 

２ 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

 （削除） 

 

 （削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

   

一 「外部積立て」とは、法第１５条の１２第３項の規定により、認定事業者が解体等積立金を本機関に積み立て
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

に積み立てることをいう。 

六 「内部積立て」とは、法第１５条の１１の規定により、法第９条第３項に規定する事項が記載された再生 可

能エネルギー発電事業計画について、同条第４項の認定を受けた認定事業者が、当該事項に従って、再生可能エ

ネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を積み立てることをいう。 

七 「認定事業者等」とは、認定事業者又は認定事業者であった者若しくはその承継人（これらの者が法人で あ

る場合において、当該法人が解散し、認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員

であった者を含む。）をいう。 

八 「自治体等」とは、都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者をいう。 

ることをいう。 

 二 「内部積立て」とは、法第１５条の１７の規定により、法第９条第３項に規定する事項が記載された再生可能

エネルギー発電事業計画について、同条第４項の認定を受けた認定事業者が、当該事項に従って、再生可能エネ

ルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を積み立てることをいう。 

 （削除） 

  

  

（削除） 

（業務時間及び休日） 

第５条 積立金管理業務を行う時間は、本機関の業務規程第１１条第３項及び第４項の規定による。 

（業務時間及び休日） 

第５条 積立金管理業務を行う時間は、業務規程第１１条第３項及び第４項の規定による。 

第４章 積立金管理業務の実施方法に関する事項 

（新設） 

第４章 積立金管理業務の実施方法に関する事項 

第１節 交付金相当額積立金の積立ての方法に関する事項 

 

（新設） 

（再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定情報の取得） 

第７条 本機関は、交付金相当額積立金の額を算定するため必要があるときは、経済産業省から法第９条第４項に基

づき経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報を取得する。 

 

（新設） 

（交付金相当額積立金の額の算定） 

第８条 本機関は、法第１５条の７の規定により、交付金相当額積立金の額の算定を行う。 

 

（新設） 

（交付金相当額積立金の額の決定） 

第９条 本機関は、前条の算定により、各認定事業者が積み立てるべき交付金相当額積立金の額を決定する。 

２ 本機関は、前項の規定により決定した各認定事業者が積み立てるべき交付金相当額積立金の額を経済産業大臣に

報告する。 

 

（新設） 

（供給促進交付金の交付に係る交付金相当額積立金の控除） 

第１０条 本機関は、認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、法第１５条の８第１項の規定により、

供給促進交付金の額から、交付金相当額積立金の額（当該供給促進交付金の額を限度とする。）を控除する。 

２ 前項の規定により供給促進交付金の額から控除した額は、法第１５条の８第２項の規定により、当該認定事業者

が交付金相当額積立金として本機関に積み立てたものとみなす。 

 

（新設） 

（調整交付金の交付に係る交付金相当額積立金の納付との相殺） 

第１１条 本機関は、ＦＩＴ電気買取事業者に対して調整交付金を交付するときは、当該ＦＩＴ電気買取事業者に対

する調整交付金の交付と、法第１５条の６第３項の規定により認定事業者が当該ＦＩＴ電気買取事業者を経由して

本機関に積み立てるべき交付金相当額積立金の納付とを、対当額（当該調整交付金の額を限度とする。）で相殺する

ものとする。 

２ 本機関は、ＦＩＴ電気買取事業者に対して調整交付金を交付するときは、第９条第１項の規定により決定した当

該認定事業者が積み立てるべき交付金相当額積立金の額が、当該電気事業者に交付する調整交付金の額を下回る交

付期間がある場合には、当該ＦＩＴ電気買取事業者に対し、当該下回る額に相当する金銭について、期限までに本

機関に納付することを求める。 

３ 前項の期限は、本機関が同項により納付することを求めた日が属する月の翌月末日とし、当該日が休日に当たる

ときは、その翌営業日とする。 

４ 本機関は、第２項に規定する認定事業者に対して納付することを求める下回る額に相当する金銭を、本機関が指

定する銀行口座への振込みにより求めるものとする。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法によるこ
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

とができる。 

５ 前項の振込みに要する費用は、ＦＩＴ電気買取事業者が負担するものとする。 

 

（新設） 

（積み立てた交付金相当額積立金の額の照会への回答） 

第１２条 認定事業者は、本機関が第９条第１項の規定による交付金相当額積立金の額の決定及び前２条の規定によ

る交付金相当額積立金の処理を行ったときは、当該認定事業者が積み立てた交付金相当額積立金の額について、本

機関に照会することができる。この場合において、本機関は、本機関が提供する積立金管理業務を行う情報処理シ

ステムにより回答するものとする。 

第１節 ＦＩＰ認定事業の積立金算定 第２節 解体等積立金の外部積立ての方法に関する事項 

（再生可能エネルギー発電の認定情報の取得） 

第７条 （略） 

（再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定情報の取得） 

第１３条 （略） 

（FIP 認定事業の解体等積立金の算定に係る資料の提出） 

第８条 本機関は、解体等積立金の額を算定するため、法第１５条の６第３項の規定により、外部積立てにあたって

、施行規則第１３条の６第１項で定める期間ごとに、一般送配電事業者に対し、供給電力量その他積立金管理業務

に必要な資料の提出を求める。 

２ 本機関は、解体等積立金の額を算定するため、１つの受電地点特定番号に複数の発電設備が紐づく設備を保有す

る認定事業者に対し、供給電力量の実績に係る資料の提出を求める。 

 

（削除） 

（FIP 認定事業の解体等積立金の算定） 

第９条 本機関は、前条の規定により一般送配電事業者又は認定事業者から提出を受けた資料に基づき、解体等積立

金の額の算定を行う。ただし、法第１５条の１１の規定により内部積立てを行う FIP 認定事業を除く。 

２ 前項の解体等積立金の額の算定は、法第１５条の７第１項に規定する方法により、これを行うものとする。 

（解体等積立金の額の算定） 

第１４条 本機関は、法第１５条の１３第１項の規定により、外部積立てに係る解体等積立金の額の算定を行うもの

とする。 

（削除） 

（FIP 認定事業の解体等積立金の額の決定） 

第１０条 本機関は、前条の算定により、各認定事業者が積み立てるべき解体等積立金の額を決定する。 

２ 本機関は、前項で決定した各認定事業者の解体等積立金の額を経済産業大臣に報告する。 

 

（解体等積立金の額の決定） 

第１５条 本機関は、前条の算定により、各認定事業者の外部積立てに係る解体等積立金の額を決定する。 

２ 本機関は、前項の規定により決定した各認定事業者の外部積立てに係る解体等積立金の額を経済産業大臣に報告

する。 

（供給促進交付金の交付に係る解体等積立金の控除） 

第１１条 本機関は、法第１５条の１１の規定により内部積立てを行う FIP 認定事業を除き、法第１５条の８第１項

の規定により、供給促進交付金の額から、解体等積立金の額（当該供給促進交付金の額を限度とする。）を控除する

。 

 

 

２ 前項の規定により供給促進交付金の額から控除した額は、法第１５条の８第２項により、当該認定事業者が解体

等積立金として本機関に積み立てたものとみなす。 

３ 本機関は、認定事業者ごとに解体等積立金の額及び供給促進交付金の額を算定した結果、解体等積立金の額が供

給促進交付金の額を上回った場合には、認定事業者に対して不足額（解体等積立金が供給促進交付金の額を上回っ

た額）を請求する。 

 

 

（新設） 

 

（供給促進交付金の交付に係る解体等積立金の控除） 

第１６条 本機関は、認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、法第１５条の１４第１項の規定により

、供給促進交付金の額から、解体等積立金の額（当該供給促進交付金の額を限度とする。）を控除する。ただし、当

該認定事業者が法第１５条の６の規定による命令を受けた者である場合における供給促進交付金の額は、第１０条

第１項の規定により控除した額とする。 

２ 前項の規定により供給促進交付金の額から控除した額は、法第１５条の１４第２項の規定により、当該認定事業

者が解体等積立金として本機関に積み立てたものとみなす。 

３ 本機関は、認定事業者に対して供給促進交付金を交付するときは、前条第１項の規定により決定した当該認定事

業者が外部積立てとして積み立てるべき解体等積立金の額が、当該認定事業者に対して交付する供給促進交付金の

額を下回る算定期間がある場合には、当該認定事業者に対し、当該算定期間が属する年度の当該下回る額の合計額

について、期限までに本機関に積み立てることを求める。ただし、当該認定事業者が法第１５条の６の規定による

命令を受けた者である場合における供給促進交付金の額は、第１０条第１項の規定により控除した額とする。 

４ 前項の期限は、本機関が同項により積み立てることを求めた日が属する月の末日とし、当該日が休日（業務規程

第１１条第３項に規定する休業日をいう。以下同じ。）に当たるときは、その翌営業日とする。 

５ 本機関は、第３項に規定する認定事業者に対して積み立てることを求める下回る額の合計額に相当する金銭を、
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（新設） 

 

 

（新設） 

本機関が指定する銀行口座への振込みにより求めるものとする。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方

法によることができる。 

６ 前項の振込みに要する費用は、認定事業者が負担するものとする。 

（積立てられた解体等積立金の額等の通知） 

第１２条 本機関は、第９条第１項の決定及び前条の処理を行った場合は、各認定事業者に対し、本機関に積み立て

られた解体等積立金の額その他必要な事項を電子メール又は情報処理システムにより通知する。 

 

（削除） 

第２節 ＦＩＴ認定事業の積立金算定 （削除） 

（再生可能エネルギー発電の認定情報の取得） 

第１３条 本機関は、解体等積立金の額を算定するため必要があるときは、経済産業省から法第９条第４項に基づき

経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報を取得する。 

 

（削除） 

（FIT 認定事業の解体等積立金の算定に係る資料の受付） 

第１４条 本機関は、法第１５条の６第４項により、ＦＩＴ電気買取事業者を経由して認定事業者が外部積立てをす

るにあたって、解体等積立金の額を算定する目的で、施行規則第１３条の６第１項で定める期間ごとに、特定契約

及び一時調達契約を締結しているＦＩＴ電気買取事業者（平成２４年経済産業省令第４６号「電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」附則第１１条に規定するみなし電気事業者を含む。以

下同じ。）に対し、当該ＦＩＴ電気買取事業者が特定契約及び一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電

気の量その他必要な事項を通知することを求めるものとする。 

 

（削除） 

（FIT 認定事業の解体等積立金の算定） 

第１５条 本機関は、前条の規定により提出を受けた各電気事業者からの資料に基づき、解体等積立金の額の算定を

行うものとする。 

２ 前項の解体等積立金の額の算定は、法第１５条の７第１項に規定する方法により、これを行うものとする。 

 

（削除） 

（FIT 認定事業の解体等積立金の額の決定） 

第１６条 本機関は、前条の算定により、各認定事業者の解体等積立金の額を決定する。 

２ 本機関は、前項で決定した各認定事業者の解体等積立金の額を経済産業大臣に報告する。 

 

（削除） 

（調整交付金の交付に係る解体等積立金の相殺） 

第１７条 本機関は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る調整交付金を FIT 電気買取事業

者に対して交付するときは、法第１５条の１１により内部積立てを行う FIT 認定事業を除き、調整交付金の交付義

務と、法第１５条の６第４項及び施行規則第１３条の５の規定により、FIT 電気買取事業者が本機関に対して支払

うべき解体等積立金の支払義務とを、対等額（当該調整交付金の額を限度とする。）で相殺するものとする。 

 

２ 本機関は、認定事業者ごとの解体等積立金の額が調整交付金の額を上回った場合、月ごとに不足額を計算し、当

該認定事業者と特定契約と締結する FIT 電気買取事業者から不足額を請求する。 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

（調整交付金の交付に係る解体等積立金の納付との相殺） 

第１７条 本機関は、ＦＩＴ電気買取事業者に対して調整交付金を交付するときは、当該ＦＩＴ電気買取事業者に対

する調整交付金の交付と、法第１５条の１２第４項の規定により、認定事業者が当該ＦＩＴ電気買取事業者を経由

して本機関に積み立てるべき解体等積立金の納付とを、対当額（当該調整交付金の額を限度とする。）で相殺するも

のとする。ただし、当該認定事業者が法第１５条の６の規定による命令を受けた者である場合における調整交付金

の額は、第１０条第１項の規定により控除した額とする。 

２ 本機関は、ＦＩＴ電気買取事業者に対して調整交付金を交付するときは、第１４条第１項の規定により決定した

当該認定事業者が積み立てるべき解体等積立金の額が、当該電気事業者に交付する調整交付金の額を下回る交付期

間がある場合には、当該ＦＩＴ電気買取事業者に対し、当該下回る額に相当する金銭について、期限までに本機関

に納付することを求める。ただし、当該認定事業者が法第１５条の６の規定による命令を受けた者である場合にお

ける調整交付金の額は、第１０条第１項の規定により控除した額とする。 

３ 前項の期限は、本機関が同項により納付することを求めた日が属する月の翌月末日とし、当該日が休日に当たる

ときは、その翌営業日とする。 

４ 本機関は、第２項に規定する認定事業者に対して納付することを求める下回る額に相当する金銭を、本機関が指
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

 

 

（新設） 

定する銀行口座への振込みにより求めるものとする。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法によるこ

とができる。 

５ 前項の振込みに要する費用は、ＦＩＴ電気買取事業者が負担するものとする。 

（積み立てられた解体等積立金の額等の開示） 

第１８条 本機関は、第１５条第１項の決定及び前条の処理を行った場合は、各認定事業者に対し、本機関に積み立

てられた解体等積立金の額その他必要な事項について積立金管理業務を行う情報処理システムにより開示する。 

（積み立てた解体等積立金の額の照会への回答） 

第１８条 認定事業者は、本機関が第１４条第１項の規定による解体等積立金の額の決定及び前２条の規定による解

体等積立金の処理を行ったときは、当該認定事業者が積み立てた解体等積立金の額について、本機関に照会するこ

とができる。この場合において、本機関は、本機関が提供する積立金管理業務を行う情報処理システムにより回答

するものとする。 

第５章 積立金管理業務の実施方法（取戻し）に関する事項 （削除） 

（新設） 第３節 交付金相当額積立金の取戻しの方法に関する事項 

 

（新設） 

（交付金相当額積立金の取戻し申請に対する審査及び取戻しに係る額の決定） 

第１９条 本機関は、認定事業者又は旧認定事業者が本機関に積み立てた交付金相当額積立金の全部又は一部につい

て、当該認定事業者又は当該旧認定事業者から法第１５条の９の取戻しに係る申請を受けたときは、申請内容を審

査し、交付金相当額積立金の取戻しに係る額を決定する。 

２ 前項の申請は、本機関が提供する積立金管理業務を行う情報処理システムにより行うものとする。 

 

（新設） 

（交付金相当額積立金の本機関への帰属） 

第２０条 本機関は、法第１５条の１０第１項の規定により、都道府県知事、市町村長その他の認定事業者及び旧認

定事業者以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その他の法律の規定によ

り再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じた場合において、当該再生可能エネルギー発電設備に係

る認定事業者又は旧認定事業者により本機関に積み立てられた交付金相当額積立金があるときは、当該交付金相当

額積立金は、本機関に帰属するものとする、 

２ 前項の規定により本機関に帰属した金銭は、法第１５条の１０第２項の規定により、徴収等業務費用に充てるも

のとする。 

 

（新設） 

（交付金相当額積立金の取戻し申請に対する審査の結果及び取戻しに係る額の通知） 

第２１条 本機関は、第１９条第１項の規定による審査及び決定を行ったときは、その結果及び取戻しに係る額につ

いて、電子メール又は本機関が提供する積立金管理業務を行う情報処理システムにより、当該認定事業者又は当該

旧認定事業者に対し通知するものとする。 

 

（新設） 

（交付金相当額積立金の取戻しへの対応の方法） 

第２２条 本機関は、交付金相当額積立金の取戻しにあたり、認定事業者又は旧認定事業者の指定する銀行その他金

融機関の口座への振込みにより対応するものとする。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

（新設） 第４節 解体等積立金の取戻しの方法に関する事項 

（認定事業者等からの取戻し申請に対する審査及び解体等積立金の取戻し額の決定） 

第１９条 本機関は、法第１５条の９及び施行規則第１３条の７の規定により、認定事業者等が本機関に積み立てた

解体等積立金の全部又は一部を取り戻すための申請を受け付けた場合には、申請内容の審査を実施し、解体等積立

金の取戻し額を決定する。 

２ 本機関は、認定事業者等による解体等積立金の全部又は一部の取戻し申請に際して、施行規則様式第７の２の申

請書及び必要書類の提出を求める。また、申請書及び必要書類の提出は、本機関の提供する積立金管理業務を行う

情報処理システムにて受け付けるものとする。 

（認定事業者等からの解体等積立金の取戻し申請に対する審査及び取戻しに係る額の決定） 

第２３条 本機関は、認定事業者等が本機関に積み立てた解体等積立金の全部又は一部について、当該認定事業者等

から法第１５条の１５の規定による取戻しに係る申請を受けたときは、申請内容を審査し、解体等積立金の取戻し

に係る額を決定するものとする。 

２ 前項の申請は、本機関が提供する積立金管理業務を行う情報処理システムにより行うものとする。 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（自治体等からの取戻し申請に対する審査及び解体等積立金の取戻し額の決定） 

第２０条 本機関は、自治体等が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その他の法律

の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講じた場合において、法第１５条の１０及び施行

規則第１３条の７により、当該措置に要した費用に充てることを目的として、その費用の額の範囲内で、本機関に

積み立てられた解体等積立金を当該認定事業者等に代わって取り戻すための申請を受け付けた場合には、申請内容

の審査を実施し、解体等積立金の取戻し額を決定する。 

２ 本機関は、自治体等による解体等積立金の全部又は一部の取戻し申請に際して、施行規則様式第７の３の申請書

及び必要書類の提出を求めるものとする。また、自治体等からの取戻し申請については、認定発電設備に係る認定

事業者等及び本機関にあらかじめ通知することを取戻しの条件とする。 

（認定事業者等以外の者からの解体等積立金の取戻し申請に対する審査及び取戻しに係る額の決定） 

第２４条 本機関は、都道府県知事、市町村長その他の認定事業者等以外の者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和４５年法律第１３７号）その他の法律の規定により再生可能エネルギー発電設備の除去その他の措置を講

じた場合において、当該認定事業者等以外の者から法第１５条の１６の規定による取戻しに係る申請を受けたとき

は、申請内容を審査し、解体等積立金の取戻しに係る額を決定する。 

 

２ 認定事業者等以外の者による前項の申請は、あらかじめ、その旨について、認定発電設備に係る認定事業者等及

び本機関に通知した場合に限るものとする。 

（審査結果及び解体等積立金の取戻し額の通知） 

第２１条 本機関は、第１９条及び前条の規定による審査結果及び決定した取戻し額を認定事業者等又は自治体等に

対し電子メール又は積立金管理業務を行う情報処理システムにより通知する。 

（解体等積立金の取戻し申請に対する審査の結果及び取戻しに係る額の通知） 

第２５条 本機関は、第２２条第１項又は前条第１項の規定による審査及び決定を行った場合には、その結果及び取

戻しに係る額について、電子メール又は本機関が提供する積立金管理業務を行う情報処理システムにより、当該認

定事業者等又は当該認定事業者等以外の者に対し通知するものとする。 

（解体等積立金の取戻し方法） 

第２２条 本機関は、認定事業者等又は自治体等の指定する銀行その他の金融機関口座への振込みにより解体等積立

金の取戻しに対応する。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関の負担とする。 

（解体等積立金の取戻しへの対応の方法） 

第２６条 本機関は、解体等積立金の取戻しにあたり、認定事業者等又は認定事業者等以外の者の指定する銀行その

他金融機関の口座への振込みにより対応するものとする。 

２ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

（適切な解体等が行われたことの確認） 

第２３条 本機関は、適切な解体等が実施されたことの確認及び適正な積立金の残高管理のため、認定発電設備の解

体等の実施に要する費用に充てるとして解体等積立金を取り戻した場合であって、かつ、取戻しの申請時において

解体等の実施が未了であったときには、解体等の実施が完了したことが確認できる資料について情報処理システム

上で受け付ける。 

２ 本機関は、解体等の実施が完了し解体事業者への支払が完了した時点で、速やかに情報処理システムで工事完了

登録を行うことを求めるものとし、工事完了予定日を過ぎても工事完了登録されていない場合は、その旨を経済産

業大臣に報告する。 

 

（削除） 

第６章 積立金管理業務の実施方法（その他）に関する事項 （削除） 

（新設） 第５節 積立金の取扱いに関するその他の事項 

（積立金残高確認書の発行） 

第２４条 本機関は、認定事業者からの求めにより、各認定事業者の解体等積立金の累計残高及び再生可能エネルギ

ー発電設備ごとの解体等積立金の残高が記載された積立金残高確認書を発行する。 

（積立金残高確認書の発行） 

第２７条 本機関は、認定事業者等からの求めにより、当該認定事業者等の積立金の累計残高が記載された積立金残

高確認書を発行する。 

（内部積立てから外部積立てへの変更に伴う本機関の対応） 

第２５条 本機関は、内部積立ての認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画が内部積立ての基準を満たさなく

なり、施行規則第６条の２第６項の規定により、その積立方法について内部積立てから外部積立てへの変更認定が

された場合には、当該時点で外部積立てすべき額を含む必要な事項を経済産業省から受領し、当該認定事業者に対

して外部積立てをすべき解体等積立金相当額の本機関への納付を求めるものとする。 

（新設） 

 

２ 本機関は、前項の外部積立てをすべき解体等積立金相当額について、認定事業者から、本機関が指定する銀行口

座への振込みにより納付を受け付ける。 

（解体等積立金の内部積立てから外部積立てへの変更に伴う金銭の積立て） 

第２８条 本機関は、解体等積立金の内部積立ての認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画が内部積立ての基

準を満たさなくなり、内部積立てから外部積立てへの変更認定がされた場合には、当該時点で外部積立てとして積

み立てるべき金銭の額を含む必要な事項を経済産業省から受領し、当該認定事業者に対し、当該積み立てるべき金

銭について、期限までに本機関に積み立てることを求める。 

２ 前項の期限は、本機関が同項により積み立てることを求めた日が属する月の翌月末日とし、当該日が休日に当た

るときは、その翌営業日とする。 

３ 本機関は、第１項に規定する認定事業者に対し積み立てることを求める当該認定事業者が積み立てるべき金銭の

積立てを、本機関が指定する銀行口座への振込みにより求めるものとする。ただし、本機関が必要と認める場合に
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

 

３ 前項の振込みに要する費用は、認定事業者の負担とする。 

は、他の方法によることができる。 

４ 前項の振込みに要する費用は、認定事業者が負担するものとする。 

（取戻し積立金差額の積立て） 

第２６条 本機関は、「廃棄等費用積立ガイドライン」により、解体等積立金の取戻しを行った認定事業者等が、実際

に解体した太陽光パネルの量が積立金取戻し時に予定していた太陽光パネルの量より少ないことを工事完了登録時

に確認した場合には、当該認定事業者等に対し、本機関に本来の取戻し可能額と実際の取戻し額の差額を納付する

ことにより、その差額を積み立てることを求める。 

（新設） 

 

２ 本機関は、前項の取戻し額の差額について、認定事業者等から、本機関が指定する銀行口座への振込みにより前

項の差額の納付を受け付ける。 

 

３ 前項の振込みに要する費用は、認定事業者等の負担とする。 

（解体等積立金の取戻しに係る差額に相当する金銭の積立て） 

第２９条 本機関は、解体等積立金の取戻しを行った認定事業者等から受けた工事完了登録の申請内容を審査すると

きは、当該認定事業者等が実際に解体等を実施した太陽光パネルの量が、当該認定事業者等が積立金取戻し時に解

体等を予定していた太陽光パネルの量より少ないことを確認した場合には、当該認定事業者等に対し、取戻しに係

る額と実際の取戻し可能額の差額に相当する金銭について、期限までに本機関に積み立てることを求める。 

２ 前項の期限は、本機関が同項により積み立てることを求めた日が属する月の翌月末日とし、当該日が休日に当た

るときは、その翌営業日とする。 

３ 本機関は、第１項に規定する認定事業者等に対し積み立てることを求める差額に相当する金銭の積立てを、本機

関が指定する銀行口座への振込みにより求めるものとする。ただし、本機関が必要と認める場合には、他の方法に

よることができる。 

４ 前項の振込みに要する費用は、認定事業者等が負担するものとする。 

（解体等積立金の追加取戻し額の決定） 

第２７条 解体等積立金の取戻しを行った認定事業者等において、、実際に解体等を実施した太陽光パネルの量が積立

金取戻し時に予定していた太陽光パネルの量より多い場合には、当該認定事業者等は、本機関に積み立てた解体等

積立金を追加的に取り戻すための申請をすることができるものとし、本機関は、申請内容の審査を実施し、解体等

積立金の追加取戻し額を決定する。 

２ 本機関は、認定事業者による前項の解体等積立金の追加取戻し申請に際して、施行規則第１３条の７様式第７の

２による申請書の提出を求める。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

（解体等積立金の追加取戻し） 

第３０条 解体等積立金の取戻しを行った認定事業者等は、当該認定事業者等が実際に解体等を実施した太陽光パネ

ルの量が、当該認定事業者等が積立金取戻し時に解体等を予定していた太陽光パネルの量より多い場合には、当該

認定事業者等は、本機関に対し、解体等積立金の追加的な取戻しのための申請ができるものとする。本機関は、当

該申請を受けたときは、申請内容を審査し、解体等積立金の取戻しに係る額を決定する。 

２ 前項の申請は、本機関が提供する積立金管理業務を行う情報処理システムにより行うものとする。 

 

３ 本機関は、第１項の規定による審査及び決定を行った場合には、その結果及び取戻しに係る額について、電子メ

ール又は本機関が提供する積立金管理業務を行う情報処理システムにより、当該認定事業者等に対し通知するもの

とする。 

４ 本機関は、第１項の規定による解体等積立金の追加的な取戻しにあたり、認定事業者等の指定する銀行その他金

融機関の口座への振込みにより対応するものとする。 

５ 前項の振込みに要する費用は、本機関が負担するものとする。 

（解体等積立金の納付の遅延に伴う督促等） 

第２８条 本機関は、解体等積立金の不足額を認定事業者に対して請求する場合において、認定事業者が納付期限ま

でに解体等積立金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、納付を督促する等必要な措置を講じる。 

 

 

 

 

２ 本機関は、認定事業者が前項の督促状に示す期限までに解体等積立金を納付しない場合、経済産業省大臣に対し

て当該認定事業者を報告する。 

（新設） 

（解体等積立金の納付又は積立ての督促） 

第３１条 本機関は、第１１条第２項又は第１７条第２項の規定によりＦＩＴ電気買取事業者に対して納付を求める

場合、第１６条第３項の規定により認定事業者に対して積立てを求める場合若しくは第２８条第１項又は第２９条

第１項の規定により認定事業者等に対して積立てを求める場合において、ＦＩＴ電気買取事業者が第１１条第３項

又は第１７条第３項に規定する期限までに納付しないとき、認定事業者が第１６条第４項に規定する期限までに積

み立てないとき若しくは認定事業者等が第２８条第２項又は第２９条第２項に規定する期限までに積み立てないと

きは、督促状により期限を指定して納付又は積立てを督促する。 

（削除） 

 

２ 前項の指定する期限は、積立て又は支払いの期限の日が属する月の翌月の１０日とし、月の末日が休日にあたり

翌営業日が積立て又は支払いの期限となるときは、当該積立て又は支払いの期限の日が属する月の１０日とする。 

第７章 解体等積立金の運用の方法に関する事項 第５章 積立金の運用の方法に関する事項 

（基本方針） （基本方針） 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

第２９条 本機関は、解体等積立金の運用において、法の目的に則り、安全性と管理の透明性の確保に万全を期すも

のとする。 

第３２条 本機関は、積立金の運用において、法の目的に則り、安全性と管理の透明性の確保に万全を期すものとす

る。 

（区分経理） 

第３０条 本機関は、電気事業法第２８条の５１第１項第３号の規定及び本機関の会計規程により、積立金管理業務

に係る経理と積立金管理業務以外の業務に係る経費とを明確に区別して管理する。 

（区分経理） 

第３３条 本機関は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２８条の５４第３号の規定及び会計規程により、

積立金管理業務に係る経理と積立金管理業務以外の業務に係る経費とを明確に区別して管理する。 

（解体等積立金の運用） 

第３１条 本機関は、法第１５条の１５及び余裕金運用業務の細則に関する規程の第５条に規定する方法により、解

体等積立金を運用することができる。 

２ 前項に規定する方法による運用収入は、積立金管理業務費用に充てるものとし、他の費用に流用しない。 

（積立金の運用） 

第３４条 本機関は、法第１５条の２１に基づき、余裕金等の運用業務の細則に関する規程の第５条に規定する方法

により、積立金を運用することができる。 

２ 本機関は、積立金の運用により生じた収入を積立金管理業務費用に充てるものとし、他の費用に流用しない。 

（残高の報告） 

第３２条 本機関は、毎月１回その他必要があるときは、解体等積立金の積立残高を経済産業大臣に報告する。 

（残高の報告） 

第３５条 本機関は、毎月１回その他必要があるときは、積立金の積立残高を経済産業大臣に報告する。 

第８章 （略） 第６章 （略） 

第３３条 （略） 第３６条 （略） 

第３４条 （略） 

３ （略） 

第３７条 （略） 

２ （略） 

第３５条 情報管理については、本機関の業務規程第８条の規定による。 第３８条 情報管理については、業務規程第８条の規定による。 

（業務委託先における秘密の保持） 

第３６条 本機関は、業務の一部を本機関以外の者に委託しようとするときは、本機関の情報管理規程第３７条、第

３８条及び第３９条の規定により必要な対策を講じる。 

（業務委託先における秘密の保持） 

第３９条 本機関は、業務の一部を本機関以外の者に委託しようとするときは、秘密情報の取扱い及び情報セキュリ

ティに関する必要な対策を講じる。 

第９章 （略） 第７章 （略） 

(法令等の遵守) 

第３７条 本機関の職員は、本機関の業務規程の別紙２－１で定める職員行動規範第１条の規定により、関係法令、

定款及び業務規程等を遵守し、常に高い倫理観と社会的な良識をもって行動するとともに、本機関の指示命令に従

い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努める。 

２ （略） 

（法令等の遵守） 

第４０条 本機関の職員は、業務規程の別紙２－１で定める職員行動規範第１条の規定により、関係法令、定款及び

業務規程等を遵守し、常に高い倫理観と社会的な良識をもって行動するとともに、本機関の指示命令に従い、職務

能率の向上及び職場秩序の維持に努める。 

２ （略） 

(監査) 

第３８条 （略） 

（監査） 

第４１条 （略） 

第１０章 積立金管理業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項 第８章 積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項 

（帳簿及び書類の保存） 

第３９条 （略） 

（１）法第１５条の１６の帳簿 

（２）（略） 

２ （略） 

３ 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じて電子計

算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるようにして、これを行うことができる。 

（帳簿及び書類の保存） 

第４２条 （略） 

一 法第１５条の１６に規定する帳簿  

二 （略） 

２ （略） 

３ 前項の保存は、当該文書を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じて電子計

算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができるようにする。 

（災害等に備えた管理） 

第４０条 （略） 

（災害等に備えた管理） 

第４３条 （略） 

第１１章 その他積立金管理業務に関し必要な事項 第９章 雑則 

（実施細則） （実施細則） 
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変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

第４１条 本機関は、この規程に定めるもののほか、積立金管理業務の実施に関し必要な事項について、細則を定め

ることができる。 

２ （略） 

第４４条 本機関は、本規程に定めるもののほか、積立金管理業務の実施に関し必要な事項について、細則を定める

ことができる。 

２ （略） 

附則 

（施行期日） 

本規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附則（令和６年４月１日） 

（施行期日） 

 本規程は、令和６年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 

 



別紙２  

様式第２ 

 

入札業務規程変更認可申請書 

 

                            令和６年 ３月  日 

 

経済産業大臣 殿 

        

     申請者 住 所 （〒135－0061） 

                             東京都江東区豊洲 6-2-15 

             （ふりがな）でんりょくこういきてきうんえいすいしんきかん 

       名 称  電力広域的運営推進機関 

 

        （法人番号：6010005023758） 

        （ふりがな）おおやま つとむ 

     代表者 氏 名  大山 力 

 

         電話番号（03）6832－6431 

 

 

入札業務規程の変更について認可を受けたいので、再生可能エネルギー電気の利用の促

進に関する特別措置法第８条の２第１項後段の規定により、次のとおり申請します。 
 

記 
１．変更の内容 
  別紙のとおり。 
 
２．変更の理由 
  再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法等の改正に対応するため。 
 

以上 



別紙３  

様式第１４の３（第３４条の３関係） 

 

徴収等業務規程変更認可申請書 

 

                            令和６年 ３月  日 

 

経済産業大臣 殿 

 

     申請者 住 所 （〒135－0061） 

                 東京都江東区豊洲 6-2-15 

            （ふりがな）でんりょくこういきてきうんえいすいしんきかん 

       名 称  電力広域的運営推進機関 

 

        （法人番号：6010005023758） 

        （ふりがな）おおやま つとむ 

     代表者 氏 名  大山 力 

 

         電話番号（03）6832－6431 

 

 

徴収等業務規程の変更について認可を受けたいので、再生可能エネルギー電気の利用の

促進に関する特別措置法第４０条第１項後段の規定により、下記のとおり申請します。 
 

記 
１．変更の内容 
  別紙のとおり。 
 
２．変更の理由 
  再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法等の改正に対応するため。 
 

以上 



別紙４ 
 
様式第７の７（第１３条の９関係） 

 

積立金管理業務規程変更認可申請書 

 

                            令和６年 ３月  日 

 

経済産業大臣 殿 

 

     申請者 住 所 （〒135－0061） 

                 東京都江東区豊洲 6-2-15 

            （ふりがな）でんりょくこういきてきうんえいすいしんきかん 

       名 称  電力広域的運営推進機関 

 

        （法人番号：6010005023758） 

        （ふりがな）おおやま つとむ 

     代表者 氏 名  大山 力 

 

         電話番号（03）6832－6431 

 

 

積立金管理業務規程の変更について認可を受けたいので、再生可能エネルギー電気の利

用の促進に関する特別措置法第１５条の１４第１項後段の規定により、下記のとおり申請

します。 
 

記 
１．変更の内容 
  別紙のとおり。 
 
２．変更の理由 
  再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法等の改正に対応するため。 
 

以上 
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